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内 容

1. 地域包括ケアシステムの定義と深化

2. かかりつけ医と医師会の取り組み

3. 医療保険と介護保険上の取り扱い
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1. 地域包括ケアシステムの定義と深化
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地域リハビリテーション 定義

地域リハビリテーションとは、
障害のある子供や成人・高齢者
とその家族が、住み慣れたとこ
ろで、一生安全に、その人らし
くいきいきとした生活ができる
よう、保健 ・医療・福祉・介護
及び地域住民を含め生活にかか
わるあらゆる人々や機関・組織
がリハビリテーションの立場か
ら協力し合って行なう活動のす
べてを言う。 （日本リハビリテーション病院・施設協会2016）
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地域包括ケアシステムの定義①
平成20年度地域包括ケア研究会

「地域包括ケアシステム」は、ニーズに応じた住
宅が提供されることを基本とした上で、生活上の
安全・安心・健康を確保するために、医療や介護
のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支
援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適
切に提供できるような地域での体制を定義する。
その際、地域包括ケア圏域については、「おおむ
ね30分以内に駆けつけられる圏域」を理想的な圏
域として定義し、具体的には中学校区を基本とす
る。
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地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住
み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介
護予防（要介護状態若しくは要支援状態となるこ
との予防又は要介護状態若しくは要支援状態の
軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自
立した日常生活の支援が包括的に確保される体
制をいう。
根拠法：
「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」（平成２５年法律第１１２号）

「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」
（平成２６年法律第８３号）

地域包括ケアシステムの定義②
平成25年社会保障改革プログラム法
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「〈地域包括ケア研究会〉地域包括ケアシステムと地

域マネジメント」（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関す
る研究事業）、平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年
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地域包括ケアシステムの構築について
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三菱UFJリサーチ＆コンサルティング「地域包括ケア研究会報告書」
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2019年版地域包括ケアシステムの概念

日常生活圏域を単位として、活動と参加について
何らかの支援を必要としている人々、例えば児童
や幼児、虚弱ないし要介護の高齢者や認知症の
人、障がい者、その家族、その他の理由で疎外さ
れている人などが、望むなら住み慣れた圏域のす
みかにおいて、必要ならさまざまな支援（一時的な
入院や入所を含む）を得つつ、できる限り自立し、
安心して最期の時まで暮らし続けられる多世代
共生の仕組み。

（田中滋埼玉県立大学理事長）
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地域共生社会の定義

少子高齢・人口減少、地域社会の脆弱化等、

社会構造の変化の中で、人々が様々な生活

課題を抱えながらも住み慣れた地域で自分ら

しく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合

い、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと

もに創っていくことができる社会。
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地域共生社会との関係

地域共生社会

地域包括ケアシステム 地域共生社会を実現
するための「手段」

今後日本社会全体が実現
していこうとする「目標」
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地域包括ケアシステムの必要性は不変

地域包括ケアシステム

全世代・全対象型地域包括ケアシステム

まちづくり

都市部 地 方

地域コミュニティの再生 地方創生
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わが国の高齢化と人口減少 人口構成の将来推計

（平成27年版高齢社会白書）

少子化による
労働力人口の減少
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２０２５年から２０４０年にかけての変化

＝ 本格的超高齢社会の入り口

労働力人口の減少
中重度者
看取り

高齢者人口
死亡者数

のピーク≒

の増加
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2040年に向けて
求められる４つの取り組み

①予防の積極的な推進による需要の抑制

②中重度者を支える地域の仕組みの構築

→多職種連携 、コンパクトシティ

③介護サービス提供体制の効率化と生産性の向上

④市区町村を中心とした地域マネジメントの取り組
み
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三菱UFJリサ－チ＆コンサルティング「〈地域包括ケア研究会〉－2040年に向けた挑戦－」（地域包括ケアシ
ステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成28年度厚生労働省老人保健健
康増進等事業、2017年



フロイデ栄養アドバイザー認定
（３名）

健康になる、健康意識を高める「場」 ＋ 活躍できる「場」
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ひたちおおみや楽市のスゴイ所！！

認知症になっても社会参加ができる
（駄菓子屋の会計＆袋づめ）

楽しめる場所に来て、健康を意識する教室に参加
健康を意識する教室に参加して楽しめる場所で楽しんでいく

卓上七輪でみんなで干し芋を焼く

2015年脳出血発症
2015年12月～志村大宮病院にて外来リハビリ
作業療法にて組ひもを習う。
2018年9月：カフェバンホフでの作品展
2018年11月：ひたちおおみや楽市に出店

本
格
ス
イ
ー
ツ
の
お
店
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地域マネジメントの定義

地域の実態把握・課題分析を通じて、地域におけ

る共通の目標を設定し、関係者間で共有するとと

もに、その達成に向けた具体的な計画を作成・実

行し、評価と計画の見直しを繰り返し行うことで、

目標達成に向けた活動を継続的に改善する取り

組み
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三菱UFJリサ－チ＆コンサルティング「地域包括ケアシステムを構築するための制度論等に関する調査研
究事業」報告書（平成25年度厚生労働省老人保健健康増進等事業）



かかりつけ医

医師会
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三菱UFJリサ－チ＆コンサルティング「〈地域包括ケア研究会〉－2040年に向けた挑戦－」（地域包括ケアシ
ステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、平成28年度厚生労働省老人保健健
康増進等事業、2017年



2. かかりつけ医と医師会の取り組み
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2025年 「団塊世代」がすべて75歳以上になる年

効率的で効果的な
医療提供体制

•疾病・事業ごとの
医療連携体制
•在宅医療の連携体制
•医療計画と介護保険
事業計画との整合の
強化
•「地域医療構想」

地域包括
ケアシステム

高齢者がなるべく
住み慣れた地域で
自立した日常生活
を営むことができ
るよう、医療・介
護・予防・住ま
い・生活支援の
サービスを包括的
に確保

生涯現役社
会の構築

健康寿命の延伸
•生涯保健
•生活習慣病対策
•関連技術開発
•ＩＣＴ
•健康経営、
健康優良法人

支援・推進策
• 診療報酬・介護報酬同時改定（2018年、2024年）
• 地域医療介護総合確保基金
• 在宅医療介護連携推進事業
• 地域医療連携推進法人
• 医療・介護連携の担い手の養成

医
療
と
介
護
の

総
合
的
な
確
保

政官民挙げ
ての推進

• 日本健康会議
• 次世代ヘルスケ
ア産業協議会
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日医･四病協合同提言
(平成25年8月8日)

① かかりつけ医機能の充実・強化

→ 平成28年4月 日医かかりつけ医機能

研修制度創設

② 地域包括ケアを支援する

中小病院・有床診療所の必要性

→ 平成30年度診療報酬改定で実現
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出典：中医協 総―１ ３０．１．１０外来医療（その４）



医療提供体制のあり方〜地域包括ケアシステム構築に向けて〜
四病院団体協議会追加提言（平成２５年１１月１８日）
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今後の日本に必要な医療

高度急性期医療

高齢化・人口減でニーズ

地域に密着した医療

超高齢社会でニーズ

新かかりつけ医（日医かかりつけ医機
能研修制度）により施設も在宅も活用

超高齢社会に対応
中小病院 既存資源の活用
有床診療所
日本型診療所
中負担

日本モデル
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超高齢社会に適した日本型医療システム

①中小病院
有床診療所 が多い

身近な所でいつでも入院もできる
高齢者の在宅支援システムの構築
が可能

②診療所の質が高く
充実している

高齢者に便利なワンストップサービス
が可能

【検査・診断・治療・(投薬)・健診】
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施設 中重度 ⇒ 要介護 ＋ 要医療 入院

介護保険 医療保険

認知症

軽 　度 ⇒  ロコモ

 フレイル

在宅  サルコペニア 在宅
（住まい） （住まい）

　一体的提供必要

高齢者医療と介護の一体化とかかりつけ医の役割の拡大

地域包括ケア

まちづくり

医療
介護

診療所

有床診療所

中小病院

地域支援

事業

総合事業

在宅医療・介護連携推進事業

栄養福祉 障がい者・子ども支援

子育て支援 → 次世代の育成

日
常
生
活
圏
域

郡
市
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医
師
会
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かかりつけ医急性期大病院

元気高齢者の就労・社会参加

生活支援

介護予防

保健健康寿命・健康経営

入院

外来
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もっと地域・社会へ！
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介護保険 地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）

①地域の医療・介護サービス資源の把握
②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
③切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築推進
④医療・介護関係者の情報共有の支援
⑤在宅医療・介護連携に関する相談支援
⑥医療・介護関係者の研修
⑦地域住民への普及啓発
⑧在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握
・地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、リスト・マップ化
・必要に応じて、連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の相談対応が可能な日時等）を調査

（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
・地域の医療・介護関係者等が参画する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状を把握し、課題の抽出、対

応策を検討

（ウ）切れ目のない在宅医療と介護サービスの提供体制の構築推進
・地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サービスの提供体制の構築を推進

（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援
・情報共有シート、地域連携パス等の活用により、医療・介護関係者の情報共有を支援
・在宅での看取り、急変時の情報共有にも活用

（オ）在宅医療・介護連携に関する相談支援
・医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、在宅医療・介護連携に関する相談窓

口の設置・運営により、連携の取組を支援。

（カ）医療・介護関係者の研修
・地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じ、多職種連携の実際を習得
・介護職を対象とした医療関連の研修会を開催 等

（キ）地域住民への普及啓発
・地域住民を対象にしたシンポジウム等の開催
・パンフレット、チラシ、区報、HP等を活用した、在宅医療・介護サービスに関する普及啓発

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
・同一の二次医療圏内にある市区町村や隣接する市区町村等が連携して、広域連携が必要な事項について検討

事業項目と取組例 （実施主体は市町村。各事業は委託可能）

出典：厚生労働省資料を元に日本医師会作成
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地域包括ケアシステムの具体化に向けた
現場での医療介護連携の取り組み

○入院時、退院時における切れ目のない
医療・介護連携

○居宅等における看取りを含めた切れ目
のない医療・介護連携

○多職種連携

平成30年度同時改定で評価
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垂直連携中心から水平連携中心へ

地域包括ケアシステム
地域ケア

統合ケア
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400床以上

200～400床未満
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地域密着型中小病院・有床診療所の役割

急性期の医療を担う大病院との連携

介護との連携行政との連携

医師会や地域への人材派遣 診療所の在宅支援 まちづくり

地域密着型中小病院
・有床診療所

外来（かかりつけ医機能）
入 院
在宅支援
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既存資源を活用した日本型在宅支援モデル

中小病院 有床診療所 診療所

在宅療養支援病院 在宅療養支援診療所

在宅支援

自宅 介護施設

かかりつけ医機能

在宅ケアセンター

郡市区医師会
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日本型在宅支援システム

急性期の医療
を担う大病院

在宅医療圏

二次医療圏

在宅療養支援
診療所（有床診）

在宅療養支援病院
（中小病院）

在宅療養支援
診療所（無床診）

かかりつけ医
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日本型の高齢者介護の確立

都市型
地価高い
所得高い より在宅中心

居住系施設の充実必要

地方型
過疎進む
所得低い

より施設活用

いずれも
重度者介護は

施設活用

(都市型では居住
系施設も含む)

軽～中度者介護は
在宅中心
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地域包括ケアシステム 医療３点セット

①かかりつけ医

②郡市区医師会

③中小病院・有床診療所
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地域包括ケアシステムの推進体制

地域包括
支援センター

地域ケア
会議

多職種連携

在宅医療
連携拠点

行政
医師会

（かかりつけ医）

住民
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郡市区医師会

地域包括ケア委員会

在宅ケア委員会
在宅医療委員会

多職種連携会議

在宅医療連携拠点
（医療機関を含む）

コーディネーターの配置
（人件費は地域支援事業交付金の活用可）

総合事業
介護予防

への積極的関与

地域包括ケアシステム

地域医療構想
における郡市区医師会の役割

地域医療構想調整会議を主導
公的医療機関等の
地域での役割の検討

（例）
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郡市区医師会の規模や地域性に応じた地域包括
ケアシステムの構築

都道府県医師会の支援

日本医師会の支援

自立型 連携型 支援型

郡市区医師会
郡市区

医師会

郡市区
医師会

郡市区
医師会

郡市区
医師会

郡市区
医師会
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3. 医療保険と介護保険上の取り扱い
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① 急性期から回復期、長期療養、在宅医療まで、患者が状態に合った適切な医療を受けること
ができる

② 患者の負担にも留意
③ 医療機関の機能分化・強化と連携を進め、病床の役割を明確化した上で、機能に応じた充実
④ 急性期を脱した患者の受け皿となる病床、かかりつけ医機能、在宅医療等を充実
⑤ 地域ごとに地域包括ケアシステム（医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが連携した

要介護者等への包括的な支援）の構築

２０２５（令和７）年に向けた改革
2012
平24

2013
平25

2014
平26

2015
平27

2016
平28

2017
平29

2018
平30

2019
令元

2020
令2

2021
令3

2022
令4

2023
令5

2024
令6

2025
令7

消費税 ５％ ８％ 10％ 10％ 10％

医療・介護同時改
定

① ② ③

診療報酬改定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

介護保険事業計画 第５期(2012～2014) 第６期(2015～2017) 第７期(2018～2020) 第８期(2021～2023)

介護報酬改定 ① ② ③ ④ ⑤

医療計画見直し

持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
実
現

医療計画の見直し①
(在宅医療の推進等)

医療計画の見直し③

あと6年！

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦
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あるべき医療提供体制の実現に向けて、診療報酬改定、介護報酬改定、都道府県が策
定する新たな医療計画に基づく地域の医療提供体制の確保、地域医療介護総合確保基
金や補助金等の予算措置等を行うとともに、医療法等関連法を順次改正、施行していく。

《改革の方向性》

医療法改正
医療計画の見直し②
（病床機能分化）
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【主な事項】

○ 生活援助の担い手の拡大
○ 介護ロボットの活用の促進
○ 定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
○ ＩＣＴを活用したリハビリテーション会議への参加
○ 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻

度の見直し

【主な事項】

○ 福祉用具貸与の価格の上限設定等
○ 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支

給限度基準額の計算方法の見直し等
○ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
○ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
○ 長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【主な事項】
○ リハビリテーションに関する医師の関与の強化
○ リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充

○ 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等
の自立支援・重度化防止の推進

○ 通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の
導入

○ 褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者
への支援に対する評価の新設

○ 身体的拘束等の適正化の推進

【主な事項】

○ 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養
護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応

○ 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
○ 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
○ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
○ 認知症の人への対応の強化
○ 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進
○ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上

■ 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療
・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制を整備

■ 介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援
・重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現

■ 人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種
基準の緩和等を通じた効率化を推進

■ 介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持
続可能性を確保

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

平成30年度介護報酬改定の概要（案）

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民１人１人が状態に応じた適切なサービスを受けられる
よう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。

平成30年度介護報酬改定 改定率：＋０．５４％

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦
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１．外来医療の機能分化とかかりつけ医機能の一層の推進

◇ 前々回（平成２６年度）改定で地域包括診療加算・地域包括診療料を創設し、

前回（平成２８年度）改定では、これらの要件緩和と、認知症や小児に評価を拡大した。

◇ 今回の改定では、より一層の推進を図るため、日医のアンケート調査でも負担が大き

いと回答のあった「24時間対応」と「在宅医療の提供」について見直しを行うなど、

さらなる要件緩和を行ったうえで、かかりつけ医機能を有する医療機関の初診の評価を

行うことができた。

◇ また、外来の機能分化の推進の観点から、紹介率・逆紹介率の規定を満たさない大病

院の長期処方に対する処方料・処方箋料・薬剤料の減額措置の適正化と、処方料や処

方箋料の加算として、診療所や２００床未満の病院で算定する特定疾患処方管理加算

の引き上げにより、大病院から診療所、中小病院への外来患者の誘導策の実効性の向

上を図るとともに、今回、紹介状なしで受診した場合の定額負担の対象病院を特定機能

病院および許可病床４００床以上の地域医療支援病院に拡大が行われた。

◇ こうした外来機能分化の中で、かかりつけ医機能の普及に向け、今後の改定でさらな

る評価を求めていく。

（１）地域包括診療加算・診療料、認知症地域包括診療加算・診療料
要件緩和・明確化・手続き簡略化・加算の新設 （２）小児かかりつけ診療料 要件緩和

（３）かかりつけ医機能を有する医療機関における初診の評価
（４）医師の基礎的な技術の再評価 （５）大病院の外来機能の分化の推進 等
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入院

外来

入院

外来

地域の拠
点となるよ
うな病院

診療所等

入院
（機能強化

・分化）

外来（専門化）

外来・訪問診療等

地域レベルで
の連携強化

かかりつけ医
機能の強化

現在 方向性

出典：社会保障国民会議資料を基に医療課で作成

入院

○ 新しい提供体制は、利用者である患者が大病院、重装備病院への選好を今の形で続けたままでは機能しない

○ フリーアクセスの基本は守りつつ、限りある医療資源を効率的に活用するという医療提供体制改革に即した観点から
は、医療機関間の適切な役割分担を図るため、「緩やかなゲートキーパー機能」の導入は必要

○ 大病院の外来は紹介患者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムの
普及、定着は必須

○ 医療の提供を受ける患者の側に、大病院にすぐに行かなくとも、気軽に相談できるという安心感を与える医療体制の
方が望ましい

社会保障制度改革国民会議報告書（H25年8月6日）抜粋

外来医療の役割分担のイメージ

紹介状なしの大病院受診時の定額負担
の対象医療機関の範囲を拡大

・ 地域包括診療料等を算定する医療機
関について、初診料に一定の加算

・ 地域包括診療料等の施設基準や小児
かかりつけ診療料の算定要件の緩和
等、かかりつけ医機能の評価の拡充

平成30年度診療報酬改定での主な対応

外来医療の今後の方向性（イメージ）
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• かかりつけ医機能を有する医療
機関における初診機能の評価

• 地域包括診療料(※)等の施設基
準の緩和
（※）複数の慢性疾患を持つ患者に対する継続的

で全人的な医療を行うことを評価

• 小児かかりつけ診療料の算定要
件の緩和

生活習慣病管理料の療養
計画書の記載項目（様式）
に、保険者からの依頼に応
じて情報提供を行うことを要
件化

かかりつけ医とかか
りつけ歯科医の間の
情報共有の評価

情報共有
・連携

がん患者に対しての治療と
仕事の両立のために産業医
と情報共有・連携を評価

〇〇健保

末期のがん患者について
ケアマネジャーと在宅主治
医との連携を強化

連携

かかりつけ医機能評価の充実

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦

図54

外来から訪問診療に移
行した患者への在宅医
療の提供実績の評価

（厚生労働省資料）
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➢ 地域包括診療料等の算定患者が他の保険医療機関に入院または介護老健施設に
入所した場合に、入院先の医療機関または入所先の介護老健施設と連携して薬剤
の服用状況・薬剤服用歴の情報共有を行うとともに、他の保険医療機関または介
護老健施設で処方した薬剤種類数が減少したことについて、評価を新設する

地域包括診療料・認知症地域包括診療料
地域包括診療加算・認知症地域包括診療加算

（新） 薬剤適正使用連携加算：３０点（退院または退所の日を含む月の翌月までに１回）

（７）入院中等の減薬の取組の評価

１． 外来医療の機能分化とかかりつけ医機能の一層の推進

［算定要件］

◇ 以下のすべてを満たすこと
ア) 処方内容、薬歴等を入院・入所先に情報提供

イ) 入院・入所先から処方内容の照会に適切に対応

ウ) 入院・入所先で減薬しており、減薬後の処方内容について退院・退所後１月以内に情報提
供を受けている

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦
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３．介護老人保健施設 ③かかりつけ医との連携

○ 多剤投薬されている入所者の処方方針を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が事前
に合意し、その処方方針に従って減薬する取組みについて、診療報酬改定における対応を
鑑みながら、必要に応じて評価することとする。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位／日（新設）

単位数

○ かかりつけ医連携薬剤調整加算
次に掲げるいずれの基準にも適合する入所者に対し、当該入所者に処方する内服薬の減

少について退所時又は退所後１月以内に当該入所者の主治の医師に報告し、その内容を診
療録に記載した場合は、当該入所者１人につき１回を限度として、当該入所者の退所時に
加算する。
イ ６種類以上の内服薬が処方されており、当該処方の内容を介護老人保健施設の医師と
当該入所者の主治の医師が共同し、総合的に評価及び調整し、当該入所者に処方する内
服薬を減少させることについて当該介護老人保健施設の医師と当該主治の医師が合意し
ている者

ロ 当該合意された内容に基づき、介護老人保健施設の医師が、当該入所者に処方する内
服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ１種類以上減少させた者

ハ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ１種類以上減少してい
る者

算定要件等

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦

図56（厚生労働省資料）



在宅医療の提供体制では、在支診以外の医療機
関の訪問診療（裾野の拡大）が必要である一方、
かかりつけ医機能の一部として在宅医療を提供
するには、24時間体制の確保が負担

複数の医療機関の連携によ
る24時間体制の確保
在支診以外の診療所が、他の
医療機関との連携等により24
時間の往診体制等を確保し、
かかりつけの患者に対し訪問
診療を行う場合の評価を新設。

２ヶ所目の医療機関によ
る訪問診療の評価
複数疾患を有する患者等に
対し、在宅の主治医の依頼
を受けた他の医療機関が訪
問診療を行った場合の評価
を新設。

訪問診療を必要とする患者が複数の疾患
を有するなど、在宅医療ニーズは多様化・

高度化

患者の状態に応じたきめ
細やかな評価
在宅時医学総合管理料等に
ついて、重症患者以外で
あって、特に通院が困難な
患者等に対する加算を新設。

在支診以外の医療機関に
よる医学管理の評価
在宅時医学総合管理料等に
ついて、機能強化型在支診以
外の医療機関が月１回の訪問
診療を行う場合の評価を充実。

末期の患者への緊急対
応の評価
標榜時間内に往診を行っ
た場合の加算（緊急往診
加算）の算定対象に、訪問
診療を行っている医学的に
末期の患者を追加。

在宅医療の提供体制の確保 在宅患者の状態に応じたきめ細やかな対応

ターミナルケアの評価の充実
ターミナルケアの評価を充実す
るとともに、特養での看取りに協
力して行ったターミナルケアも評
価対象に追加。

４．質の高い在宅医療・訪問看護の確保

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦 図57
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➢ ターミナルケアに関する報酬において、「人
生の最終段階における医療の決定プロセス
に関するガイドライン」等を踏まえた対応を要
件とするとともに、評価を充実

➢ 特別養護老人ホーム等の入所者に対する、
ターミナルケアを含む訪問診療・訪問看護の
提供等の評価を充実

国民の希望に応じた看取りの推進

介護医療院・有床診地域包括
ケアモデルへの対応

➢ 介護医療院について、在宅復帰・在宅移行
に係る取組の評価において「居住系介護施
設等」と同様の取扱いとし、退院時の情報提
供等に係る取組の評価において「介護老人
保健施設」と同様の取扱いとする

➢ 有床診療所の地域包括ケアモデル（医療・
介護併用モデル）での運用を支援

訪問診療の主治医とケアマネジャーの連携強化

➢ 訪問診療を提供する主治医から居宅介護支
援事業者への情報提供を推進

➢ 末期のがん患者について、主治医の助言を
得ることを前提に、ケアマネジメントプロセスを
簡素化するとともに、主治医に対する患者の
心身の状況等の情報提供を推進

リハビリテーションにおける
医療介護連携の推進

➢ 医療保険と介護保険の双方で使用可能な計
画書の共通様式を新設し、当該様式を用いて
医療機関から介護保険のリハビリテーション事
業所に情報提供した場合を評価

➢ 医療保険の疾患別リハビリテーションを担う
医療機関において、介護保険の維持期・生活
期のリハビリテーションを一貫してできるよう、
人員配置等に係る施設基準を緩和

５．医療と介護の同時改定

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦 図58
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Ⅰ－① 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応（その２）

○ 著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治の医師等の助言を得ることを前提として、サー
ビス担当者会議の招集を不要とすること等によりケアマネジメントプロセスを簡素化する。

○ 末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常より
も頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の
状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価する。

ターミナルケアマネジメント加算 400単位／月（新設）

居宅介護支援

○ ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ事
業所に対する評価を設ける。

末期の悪性
腫瘍と診断

状態変化Ａ

死亡

アセスメント
→サービス担当者会議
→利用者の同意・交付

ケアプランＡ
に変更

アセスメント
→サービス担当者会議
→利用者の同意・交付

利用者の状態変化のタイミングに合わせて
ケアプランを作成

通常より頻回になる訪問、状態変化やサービス変更の必要性の把握、支援等を新たな加算で評価

予測される状態変化と支援の方向性について
確認の上、ケアプランを作成

利用者の状態変化を踏まえ、主治の医師等の助
言を得た上で、介護保険サービスの修正について、
①サービス担当者、②利用者又は家族の了解を得
る。

サービス担当者会議の招集は不要

状態変化Ｂ アセスメント
→サービス担当者会議
→利用者の同意・交付

ケアプランＢ
に変更

主治の医師等の助言を得た上で
状態変化を想定し、今後必要と
見込まれるサービス事業者を含
めた会議を実施

末期の悪性
腫瘍と診断

状態変化Ａ

死亡

状態変化Ｂ

末期の悪性腫瘍と診断された場合であって、日常生活上の障
害が１ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合

現行 改定後（以下の方法も可能とする）

日医かかりつけ医機能研修制度 2019年度応用研修会 「医療保険と介護保険、地域包括ケアシステムの構築」 鈴木邦彦
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当初の厚労省案では、、、
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入院料１

再
編

入院料２

【現行】
【平成30年度改定】

入院料１入院料２入院料３入院料４

現行１と２の差分
・在宅復帰率

・室面積

地域包括ケア
に関する実績

地域包括ケア
に関する実績

現行１と２の差分
・在宅復帰率

・室面積

（基本部分）
看護職員配置 1３対１

重症度、医療・看護必要度
在宅復帰に係る職員の配置

リハビリテーションに係る職員の配置

2058点

2558点

1３対１

1３対１
在宅復帰率7割
室面積6.4㎡

【地域包括ケアに関する実績部分】 （200床未満の病院に限る。）
・自宅等からの入棟患者割合
・自宅等からの緊急患者の受入れ
・在宅医療等の提供
・地域医療機関との連携
・介護サービスの提供
・看取りに対する指針

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料 （新）地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料

2038点

2238点
2558点

2738点

地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の再編・統合のイメージ
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➢ 介護サービスを提供している有床診療所について、入院基本料１から３までの要件を緩和する。

➢ 介護サービスを提供している有床診療所について、高齢患者等に対する入院受入れに係る評価を新設する。

（新） 介護連携加算１ 192点（１日につき）

（新） 介護連携加算２ 38点（１日につき）

[算定要件] (1) 65歳以上又は40歳以上の要介護・要支援被保険者の患者。
(2) 入院日から起算して 15日以降 30日までの期間に限り算定。

➢ 有床診療所在宅復帰機能強化加算の平均在院日数に係る要件等を見直す。

現行（有床診療所入院基本料１～３の施設基準（抜粋））

在宅療養中の患者への支援に関する実績（介護サービスの提供
を含む）、専門医療等の実施に関する実績、急性期病院からの患
者の受け入れに関する実績、医療機関の体制等に係る11の施設
基準のうち、２つ以上に該当すること。

改定後（有床診療所入院基本料１～３の施設基準（抜粋））

次のいずれかに該当すること。
① 介護サービスを提供していること。
② 在宅療養中の患者への支援に関する実績、専門医療等の実施に

関する実績、急性期病院からの患者の受け入れに関する実績、医療
機関の体制等に係る10の施設基準のうち、２つ以上に該当すること。

[施設基準]

介護連携加算１ (1) 有床診療所入院基本料１又は２の届出を行っている。
(2) 介護サービスを提供している。

介護連携加算２ (1) 有床診療所入院基本料３に係る届出を行っている。
(2) 介護サービスを提供している。

現行（点数、施設基準（抜粋））

入院日から起算して15日以降に１日につき５点

(3) 平均在院日数が 60日以内であること。

改定後（点数、施設基準（抜粋））

入院日から起算して15日以降に１日につき20点

(3) 平均在院日数が 90日以内であること。

主に地域医療を担う有床診療所
⇒地域包括ケアモデル（医療・介護併用モデル）

主に専門医療を担う有床診療所
⇒専門医療提供モデル

入院患者の年齢・特徴 医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者
専門的な医療ニーズのある患者

（相対的に若くADLが自立している患者が多い）

在院日数 相対的に長い 短期滞在（高回転型）

総点数における各診療行為の内訳 入院料等の割合が相対的に高い 検査・手術の割合が高い

病床稼働率 （休眠していない病床の）稼働率は高い 必ずしも高くない

典型的な診療科 内科、外科 眼科、耳鼻咽喉科

＜参考＞有床診療所のモデル分析

有床診療所の地域包括ケアモデル（医療・介護併用モデル）での運用の支援（一部再掲）

７．医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
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•退院時共同指
導料の見直し

• 入院前からの支援
に対する評価の新設

入院外来・在宅 外来・在宅

【入院前からの支援】
・（入院前に）利用しているサービ
スの利用状況の確認

・持参薬の確認、各種スクリーニ
ング

・入院生活に関するオリエンテー
ション

・看護や栄養管理等に係る療養
支援の計画作成 等

外来部門

病棟外来部門と病棟
との連携強化

≪入退院支援の対象となる患者≫
・悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急

性呼吸器感染症のいずれか
・緊急入院 ／ ・要介護認定が未申請
・虐待を受けている又はその疑いがある
・医療保険未加入者又は生活困窮者
・入院前に比べＡＤＬが低下し、退院後の生

活様式の再編が必要
・排泄に介助を要する
・同居者の有無に関わらず、必要な養育又

は介護を十分に提供できる状況にない
・退院後に医療処置が必要
・入退院を繰り返している

【退院時共同指導】
・医師、看護職員以外の医療
従事者が共同指導する場合も評価
対象とする

共同指導が行えなかった時は
【情報提供】
・療養に必要な情報提供に対する評
価について、自宅以外の場所に退
院する患者も算定可能とする

在宅療養を担う関係機関等

入院医療機関と在宅療養を担う
医療機関等との連携強化

➢ 病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、入院前から関係者との
連携を推進するために入院前からの支援の強化や退院時の地域の関係者との連携を推進
するなど、切れ目のない支援となるよう評価を見直す

• 「退院支援加算」から「入退院支援加算」に名称を変更
• 地域連携診療計画加算の算定対象の拡大
• 支援の対象となる患者要件の追加
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入退院支援の評価（イメージ）

８．地域包括ケアシステム構築のための取り組みの強化

（厚生労働省資料）



入退院から在宅療養にいたる在宅医療・介護の連携

今
回
改
定
の
主
な
項
目

○ 入院時情報連携の強化(ケアマネ) ○ 退院時情報連携の強化(ケアマネ)
○ 入居者の入退院支援(特定施設、

認知症GH)
○ 入院先医療機関との栄養管理に関する
連携(特養、老健、介護医療院)

【在宅での医療・介護連携】
○平時からの医療機関との連携(ケアマネ)
○ ケア計画策定の際のリハ職種との連携
強化(訪問介護、通所介護 等)

○医療と介護リハとの連携強化(訪リハ、
通リハ)

○ターミナル期の主治医師との連携強化
(ケアマネ)

【施設での医療・介護連携】
○ 医療体制・看取り体制の強化(特養)
○ かかりつけ医との連携(老健)
○ 口腔衛生に係る連携の見直し(特定、

GH、特養等）

○ 介護支援専門員から入院先
の医療機関へ情報提供がなく、
治療や退院支援に支障をきた
すケースがある。

○ 退院前に病院から介護支援専門
員に連絡がなく、介護サービスの
提供がなかったことにより状態が
悪化するケースがある。

○ 在宅療養に関係する多職種の連携
が不十分な場合、医療と介護が一体
的に提供できず、終末期を含めた在
宅療養に対応できないケースがある。

・いつ、どこに入院したかわからない。
・いつ退院するのかわからない。

通所事業所

訪問事業所
・いつ、どんな状態の人が退院してくる
かわからない。

・介護や医療の必要度もわからない。

・在宅療養への具体的な方針が決めにくい。
・カンファレンスを開きたいけど誰を呼べば
いいかわからない。 医療機関等

通所事業所

訪問事業所
本人

・医療のことはよ
くわからない。

・今の体制で看取
りを迎えられる
か不安

・病気の治療はしているが、自宅で どんな介護サービ
スを受けて生活 しているかわからない。

何に気をつけてサービスを提
供したらいいかわからない。

本人

介護支援専門員 医療機関 介護支援専門員

・自宅での療養生活の状況
がわからない。

・入院中の計画が立てにくい。

医師
看護師
PT、OT
MSW
等

在 宅 等退 院 前入 院 前 後 退院入院

・緊急時の対応の
体制が不安。
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課
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③共同して計画作成

④リハビリ指示

訪リハ事業所の医師とかかりつけ医が
別の医師の場合

⑤リハビリ提供

①診療

医師 PT等

利用者

「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合
⑴と⑵に該当していることで適切な研修の修了が認められる。

⑴「応用研修」の以下の項目のうち、いずれか１単位以上を取得又は取得を予定していること。※応用研修のすべての単位を取得している必要はない。

＜第１期＞「フレイル予防・高齢者総合的機能評価（CGA）・老年症候群」／「栄養管理」／「リハビリテーション」／「摂食嚥下障害」
＜第２期＞「かかりつけ医に必要な生活期リハビリテーションの実際」／「在宅リハビリテーション症例」／

「リハビリテーションと栄養管理・摂食嚥下障害」

⑵事業所の医師に情報提供を行う日が属する月から前 36 月の間 に、合計６単位以上(前述⑴の単位を含む。)を取得又は取得を予定していること。

別の医療機関の
計画的医学的管理を行う医師

(かかりつけ医)
➡適切な研修の修了等が必要

②情報提供

詳細な指示等の要件を
満たせば、リハビリ
テーションマネジメン
ト加算が算定可能。

利用者宅を訪問して行
うものの他、利用者が
当該医療機関を訪れて
行うもの（外来受診の
機会を捉えて行うもの
等）でも可。

本人の希望、家族の希望、健康状態・
経過、心身機能・構造、活動（基本動
作、移動能力、 認知機能等）、活動
（ＡＤＬ）、リハビリテーションの目
標、リハビリテーション実施上の留意
点等の情報。

②20単位減算された訪問リハビリテーション費（2７0単位）を算定するパターン 新

※訪リハ事業所の医師が利用者を診察せずに報酬を算定できる条件は上図のパターンのみ。
他の場合は訪問リハビリテーション費を算定できない。
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地域医療を支える

連携 連携

地域密着型
特養等

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ

ケア付き
高齢者住宅

地域で安心して
暮らし続けられる

よう整備

複合型サービス
小規模多機能

訪問看護

認知症サポーター

地域の支え合い

生活・介護支援サポーター ＮＰＯ、住民参加等

在宅療養支援診療所・病院

自らの住まいで
終末期まで生活

（医療・介護の連携）

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ

専門医療に
円滑に紹介

かかりつけ医

認知症疾患医療センター

30分以内に訪問

24時間定期巡回
・随時対応ｻｰﾋﾞｽ

休日・深夜
でも安心

特養、老健施設等

市区町村行政

在宅医療連携拠点機能

◆連携拠点に配置されたケアマネ
ジャーの資格を持つ看護師とMSW
等が地域の医療・介護を横断的に
サポート。

◆ICTを活用した多職種間の情報共
有等。

◆一人開業医の24時間体制サポート

救急病院・専門病院

地域ケア会議

◆サービス担当者会議で課題解決
が困難な事例について、多職種
によって個別ケア方針を検討する。

◆個別の困難事例の検討の積み重
ねにより、地域ごとの課題を浮き
彫りにする。

地域包括支援ｾﾝﾀｰ

◇地域支援の総合相談
◇介護予防ケアマネジメント
◇虐待防止などの権利擁護事業
◇包括的・継続的マネジメント
◆「地域ケア会議」の開催

連
携

連
携

地域医師会

紹介

患者さん
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ー2025年を見据え、かかりつけ医を中心とした「まちづくり」ー

（日本医師会資料）



2040年に向けて深化する全世代・全対象型
地域包括ケアシステム

2018年 同時改定

2025年 本格的な超高齢社会の入り口

2040年 超高齢社会のピーク

超高齢社会を乗り切る体制の構築

最も困難な時期を総力戦で乗り切る

人口減少社会から再生を目指す社会づくりへ

本格的な少子化対策

改革のピーク
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